
医療観察法施行５年後国会報告に関する緊急抗議声明 

 

 

 

衆議院議長 横路孝弘 殿 

参議院議長 西岡武夫 殿 

法務大臣 仙谷由人 殿 

厚生労働省大臣 細川律夫 殿 

内閣府特命担当大臣 岡崎トミ子 殿 

 

  ２０１０年１１月３０日 

 

 

 １１月２６日、政府は、法務省・厚生労働省より提出された心神喪失等医療

観察法の５年間の施行状況に関する国会報告を了承する閣議決定を行いました。

この５年間、医療観察法は、指定医療機関の設置が計画通り進まない、対象者

１７人を自殺に追い込むなど、さまざまな問題を明らかにしてきました。 

 少なくとも、国会報告は、このような実態を解消するための原因究明を行う

べきです。しかし、今回の国会報告と称する閣議決定には、こうしたことの検

証はおろか、基本的実数と、条文だけで構成されたものです。これでは、事態

を放任し、自殺者を次々と出す結果を招くことに他なりません。 

 我々は、管民主党政権の医療観察法に向き合わない姿勢を批判するとともに、

国会報告と称する閣議決定に対して、強く抗議します。 

 

 

全国「精神病」者集団      

                     〒164-0011 

東京都中野区中央 2―39―3 絆社気付    

tel 03-5330-4170／fax 03-3577-1680   

（留守電の場合は以下携帯へ） 

電話 080-1036-3685 

（土日を除く１４時から１７時まで） 
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施術5年 揺れる医療観察法

．

殺
人
、

傷
害
事
件
な
ど
を

起
こ
し
、

心
神
喪
失
な
ど
で

不
起
訴
処
分
や
無
罪
に
な

っ

た
精
神
障
害
者
に
対
し
、

審

判
を
経
て
入
院
や
通
院
を
命

じ
ら
れ
る
医
療
観
察
法
。

統
計
上
は
、

精
神
障
害
者

が
重
大
な
刑
事
事
件
を
起

こ

し
た
り
、

再
犯
す
る
確
率
は

健
常
者
よ
り
少
な
い
が
、

二

〇
〇

一
年
に
児
童
八
人
が
殺

害
さ
れ
た
大
阪

・
池
田
小
事

件
後
の

「
精
神
障
害
者
を
野

放
し
に
す
る
な
」
と
い
う
世

論
を
背
景
に
、
〇
二
年
に
与

党
が
採
決
を
強
行
し
た
。

昨
年
十

一
月
下
旬
、

同
法

を
運
用
す
る
厚
生
労
働
省
、

法
務
省
は
施
行
開
始
か
ら
昨

年
七
月
ま
で
の
五
年
間
の
状

況
を
国
会
に
報
告
し
た
。

こ
の
報
告
に
よ
る
と
、

同

法
に
基
づ
く
検
察
官
の
申
立

総
数
は
千
八
百
六
十
件
。

う

ち
審
判
後
の
入
院
決
定
者
数

は
千
七
十
八
人
、

通
院
決
定

者
数
は
三
百

二
十
四
人
、

入

院
か
ら
通
院
に
移
行
し
た
人

は
四
百
七
十
五
人
だ

っ
た
。

報
告
の
各
項
目
の
人
数
を

照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、

現
在

の
処
遇
が
不
明
な
数
十
人
が

浮
か
び
、

医
療
関
係
者
や
国

会
議
員
ら
の
協
力
を
得
て
調

べ
る
と
、

入
院
中
に
三
人
、

通
院
中
に
十
四
人
の
計
十
七

人
が
自
殺
し
て
い
た
こ
と
が

分
か

っ
た
。

ま
た
、

入
院
中

に

一
人
が
病
死
し
て
い
た
。

入
院
者
と
通
院
者
を
合
わ

せ
た
処
遇
者
総

十
数
と
比
較
す

る

と
、

自

殺

率

は

１

・
２

％
。

こ
の
数
字
に
つ
い
て
、

半
世
紀
に
わ
た
り
臨
床
に
携

わ
り
、

「
日
本
精
神
科
医
療

史
」
の
著
書
も
あ
る
岡
田
靖

雄
医
師
は

「
現
在
勤
め
る
ク

リ

エ
ッ
ク
で
約
三
千
人
の

一

般

通

院

患

者

を

診

て
き

た

が
、

自
殺
者
は
五
人
。

医
療

観
察
法
下
の
通
院
者
は
、

こ

の
約
十
倍
の
割
合
で
自
殺
し

て
い
る
。

尋
常
な
数
字
で
は

な
い
」
と
評
価
す
る
。

刑
事
精
神
鑑
定
の
経
験
が

あ
り
、

「
犯
罪
と
司
法
精
神

医
学
」
の
著
書
が
あ
る
中
島

直
医
師
は

「
比
較
す
る
デ
ー

ク
が
乏
し
く
、

自
殺
率
の
比

較
は
難
し
い
。

た
だ
、　

一
般

の
入
院
、

通
院
者
ら
に
比
べ

れ
ば
、

高
い
率
と
い
う
印
象

が
あ
る
」
と
語
る
。

岡
田
医
師
は
推
測
で
き
る

原
因
と
し
て
、

医
療
観
察
法

の

「
内
省
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
を

挙
げ
る
。

　
フ
」
れ
は
事
件
を

犯
し
た
患
者
さ
ん
を
、

事
件

現
場
に
連
れ
て
行
く
な
ど
し

て
内
省
を
深
め
さ
せ
る
と
い

う
内
容
。

し
か
し
、

多
く
の

憲
者
さ
ん
は
病
状
が
重
か

っ

記
事
の
よ
う
に
罪
を
犯

し
た
人
の
更
生
問
題
は
よ

く
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、

被
害
者
や
そ
の
家
族
、

加

害
者
家
族
ら
の
「
そ
の
後
」

は
ど
う
か
。

悲
し
み
や
怒

り
、

絶
望
…
、

言
葉
に
で

き
な
い
ほ
ど
苦
し
ん
で
い

る
に
違
い
な
い
。

事
件
を

契
機
に
、

仕
事
も
家
庭
も

人
間
関
係
も

一
変
す
る
人

た
ち
を
、

私
た
ち
は
十
分

に
支
え
て
い
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
か
。

　

　

（
立
）

た

時

期

は

思

い
出

せ
な

い

か
、

記
憶
か
ら
捨
て
て
回
復

し
て
い
く
。

内
省
プ

ロ
グ
ラ

ム
は
か
さ
ぶ
た
を
引
き
は
が

す
よ
う
な
も
の
。

自
殺
を
誘

発
さ
せ
か
ね
な
い
」

中
島
医
師
は
ち

『
事
件
を

起
こ
し
た
人
だ
か
ら
、

自
殺

・

率
は
高
く
て
当
然
」
と
い
う

ャ

見
方
は
誤
り
。

全
治
数
日
の

傷
害
事
件
で
こ
の
法
律
の
対

象
に
な

っ
た
人
も
多
く
、

逆

に

一
般
患
者
で
重
大
な
事
件

を
起
こ
し
た
人
も
い
る
。

こ

の
数
字
は
破
格
の
人
手
を

つ

け
、

手
厚
い
と
さ
れ
る
医
療

観
察
法
病
棟
で
も

『
水
も
漏

ら
さ
ぬ
』
と
は
い
か
な
い
現

実
を
示
し
て
い
る
。

障
害
の

多
様
性
に
対
応
で
き
る
地
域

地
雄
嚇
ヂ
権
雑
切
妨
譲
在
髭

一

高t申ヽ殺率「事付報≧こした|から」は誤り
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